
資料4ー2

　　発達支援の現状
　　　　子育て応援ステーション

　　　　こども育成相談センター
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・こども家庭センターとして、「母子保健グループ」と「児童相談グループ」の専門
職がそれぞれの強みを活かし、母子保健機能と児童相談機能を一体的にして相談支
援を実施している。子育ての総合相談窓口として、こどもの発育発達を支援し、養育
環境の改善や虐待を防止している。
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令和８年度

応援ｽﾃｰｼｮﾝ
職員職種

常勤職員
（正規・任用）

保健師
（所長含む）

７名

社会福祉士 ４名

児童福祉司任用
（家庭相談員）

１名

保育士 ５名

助産師 １名

管理栄養士 １名

事務職 ３名

保健師
助産師

管理栄養士・事務職

社会福祉士
家庭相談員

保育士・事務職



加賀市の発達相談に関する窓口

出生

０　　　１　　　２　　　３　　　４　　　５　　　６　　　７　　　８　　　９　　　10　　　11　　　12　　　13　　　14　　　15　　　16　　　17　　　１８　歳

進級・進学 進学・就労

子育て応援ステーション
（こども家庭センター）

介護福祉課

相談支援事業所

こども育成相談
センター

基幹相談（包括）

教育委員会
（県教育相談）

市教育総合支援センター

県発達相談
（南加賀保健福祉センター）

入園

発達に関する相談窓口・障がい児支援

　　　　　　　妊婦～乳幼児～18歳子育て全般相談窓口・虐待通告窓口・医療的ケア児・障がい児支援
健
診

健
診

健
診

就学前まで発達検査
発達専門相談

不登校支援・進級や学習面の相談対応

不登校支援

児～者へのつなぎ

障がい福祉サービス担当課（支給決定・給付）

障がい児支援（障害福祉サービス調整計画作成）・一般相談

就
学
時
健
診

通所・就学支援

保育園・学校訪問

母子保健事業・児童相談、関係機関からの連携で把握し、就学後はこども育成相談センターの通所児等であればこども育成相談センターにつなげている。

子育て応援ステーションのつなぎの他、保育園や学校からの相談、直接保護者からの相談に対応。

障がい児支援の窓口が重複してわかりにくいという意見がある。それぞれの機関の機能や役割分担を明確にしていく必要がある。

相談支援専門員がライフステージにわたりサービス調整して支援。

児童発達支援センター
(法改正前）

通所利用者を中心とした相談支援　　　　　　　　　

保育園・学校訪問
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子育て応援ステーション母子保健からの発達支援の現状　　　　　　　　
令和６年度3歳半児健診の発達面経過観察の支援内訳

発達面経過観察あり
５０人（１５％）

令和６年度対象者335人中受診者数332人

発達面経過観察なし
２８２人（８５％）

１人

発達相談
２人（４％）

要保護児童登録あり
２人（４％）

１人

医療機関管理中
７人（１４％）

幼児相談等経過観察
３１人（６２％）

こども育成相談センター
１４人（２８％）

うち親子通所５人

４人

ｚ

実人数１９人（３８％）

・発達面の経過観察児で発達支援が必要なケースはこども育成相談センターの相談、通所につながっている（14人）。
・医療機関管理中7人は市外の医療機関を利用して発達のリハビリ等の管理中。センター重複支援は4人いる。

不参者３人内訳
重症心身障害児１人
要保護児童１人
海外在住１人
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…
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子育て応援ステーション児童相談からの発達支援の現状

　

養護相談

保健

障害相談 非行相談 育成相談

その他 計
虐待 養護

肢体不
自由

視聴覚障
害

言語発
達障害

重症心
身障害

知的
障害

発達
障害

ぐ犯
行為

触法
行為

生格
行動

不登校 適正
育児・
しつけ

令和
6年度

235 ６０９７ ４３ ３ 0 ３ ７ ６ １２９ ６ ８ １４４ １３７ ３４ １５２ ５２５ 7529

育成相談（性格行動・不登校・適正・育児しつけ相談）延467人（6.2％）、障がい児相談延148人（2％）の他、養護相談の中には養育
（保護者支援）と療育支援（特性の支援）を兼ねているケースもある。子育て世帯の生活面の安定を含め包括的支援を継続している。

新規相談のうち、
育成相談（性格行動・不登校・適正・育児しつけ相談）23人（9.7％）、
障がい児相談1人（0.4％）となる。



医療的ケア児とは
　日常生活および社会生活を営むために恒常的に医療的ケア（人工呼吸器による呼吸
管理、吸痰吸引その他の医療行為）を受けることが不可欠である児童。

●医療的ケア内容
・経管栄養
・酸素療法
・気管切開
・インスリン血糖管理
・人工呼吸器管理
・吸痰吸引
・排泄管理
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・医療的ケア児の福祉サービス利用状況は、児童発達支援１人、放課後デイサービス２人が市内。児童発達支援３人、
放課後デイサービス１人が市外で利用できている。7人/16人がサービスを利用している。
・母子保健等から把握した医療的ケア児、重症心身障がい児について、ショートステイが充足していない現状がある。



お子さんを中心に、
家族への心のケアを行い、無
理のない支援プランの提案

園・学校
への支援　　　　

小集団活動　ことばの相談　　　　　

・保護者会
・学習会　

　・就学サポート
説明会　　

親子通所でお子さんの
係わりを学ぶ

子育てに関す
る情報の提供
と他機関への

紹介

こども育成相談センターとは
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【主な相談内容】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
①子どもの発達（行動面、理解面、言語等  ）②子どもの具体的な係り方③就学について

＊子どもの発達や育児について不安な状態にある「気づき」の段階の家族に対しての相談対応、通
所指導やアドバイスなど行い、早期の支援を行っている。

＊保育園、学校、子育て応援ステーション、関係機関との連携

こども育成相談センター　相談事業状況（対象者別）　　　　　
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R6年度



　療育事業　
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  加賀市内 市外

加賀市内での小児発達の診断、作業療法などの受け皿がないため、市外での利用が多い
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　 【子育て応援ステーション】

　　・母子保健事業を通しての全数把握や児童相談等から、発達支援が必要となる児童を把握している。

　　　（入口の相談支援機能）

　　・療育支援が継続的に必要な児童については、こども育成相談センター、医療機関や相談支援事業所（障害

　　　児福祉サービス利用）につなげている。（つなぎ支援）

　　【こども育成相談センター】

　　・発達特性に関する相談として、面接、電話、訪問、ことばの相談等柔軟に対応している。（療育相談）

      が、全ての障害児に関する相談対応は行っていない。

　　・療育事業の基本は、親子通所と、保護者のかかわりや相談助言を中心に対応している。

　　・保育園や学校の巡回相談は年間を通して対応している。

　　【児童発達支援センター（法改正前）】

　　・障害児の通所を中心として、そのサービスを利用しているケースを中心に相談支援をおこなっている。

 ※相談支援事業所は障害児サービスを利用する児とその保護者に対する相談支援を行っている。
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〇障がい児支援の窓口が重複してわかりにくい。

　・　子育て応援ステーションとこども育成相談センターの相談機能についてチラシの作成と周知

　・　「コドモン」等にて保護者周知、保育園・小中学校・関係機関にチラシ配布。ホームページ掲載

　・　じりつ支援協議会こども部会が、「ささえ・つなぎの応援リーフレット」の作成し校長会を通し学校に周

　　　知している。

〇それぞれの機関の機能や役割分担を明確にしきれていない。

　・　年６回の４部署（応ステ、こども育成、包括、教育委員会）のミーティングを行いケース支援の共有

　・　庁外では、養育支援を中心とした助産師連絡会、こども支援会議による支援の共有をしている。

〇障害サービスに至らないケースは、子育て応援ステーション、こども育成相談センターで対応して　

　いるが、リハビリ等の専門性の対応が十分に対応しきれない。（保護者から自宅でできるリハビリ

  やプログラムの提供やその支援の声がある）

　・市外機関につないでいるが、待機等もあり、保護者の負担がある。
専門機関少ない
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〇療育と養育支援が必要な家庭や、生活全般の支援が必要となるケース、要保護要支援児
童と複合的な問題を抱えているケース、障がい児サービスにまでつながらないケースは、こ
ども育成相談センターと子育て応援ステーションの支援が重なることも多い。

（市の拠点機能の重複）

〇発達相談等で、児童発達支援通所サービスを紹介された場合でも、半年以上の待機にな
ることもある。利用までに3か月くらいかかる（暫定利用もできない、サービスの決定に時間が
かかる）。（児童発達支援事業のサービス量）

〇知的や発達障害のグレーゾーンで、児童発達支援や放課後等デイ利用までにならないケ
ースに、運動発達や学習面、生活面に対する理学療法、作業療法や医療的視点等をとりい
れた早期支援が必要。（小児神経発達専門医やリハビリ専門職の見解や支援の介入方法）
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〇障害児サービス待機期間や併用中における保育園等支援等で療育できる体制
の必要性

〇こども育成相談センターにおける親子通所の支援計画（期間・内容）の必要性

〇小児発達専門医療や療育通所（保育）の市内における体制と広域連携

「既存リソースの最適化」を大前提に、役割分担の明確化や機能の
集約、さらには広域連携も視野に入れ、実効性の高い体制案の取
りまとめが求められる。

15


